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派遣元（日本人材開発医科学研究所/JHMS）と派遣先（取引企業）との間で締結された労働者派遣
契約に基づき、派遣元は派遣先に労働者（登録スタッフ）を派遣します。

雇用関係は、派遣元（日本人材開発医科学研究所/JHMS）と労働者（登録スタッフ）の間に
ございます。
従って、給与は派遣元から労働者へ支払います。

業務の指揮命令関係は、派遣先（取引企業）と労働者（登録スタッフ）の間にあります。
従って、仕事中は全て派遣先の指示に従うことになります。
また、仕事上の報告・連絡・相談も派遣先担当者に行ってください。

《　派遣契約のしくみ　》

但し、契約内容以外の仕事依頼や何らかのトラブルが生じた場合は、速やかに派遣元担当者
までご相談ください。

《　派遣の仕事紹介のしくみ　》

①派遣先から派遣元へ求人のお知らせを頂きましたら、派遣元担当者が職種内容や条件等
　 について確認いたします。
②情報を元に該当する労働者へ派遣元から求人内容を案内し、就業希望か否かのご意向を
   確認します。
③就業を希望している労働者のスキルや質問事項を派遣元から派遣先へ伝え、確認や時には
　 交渉をいたします。
④労働者・派遣先双方とも合意に達した場合、就業の受入準備を行い、就業開始に備えます。
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派遣料金は、【派遣労働者雇用通知書(兼就業条件明示書)】に明示いたします。
毎月月末で締めて計算し、翌月の２５日に銀行振込により支払います。
　※支払日が銀行休業日と重なる場合は、その前日が振込日となります。
タイムシートが期日までに手続（ＦＡＸ到着、ＷＥＢ承認済み）を終えていないと、お支払いが１ヶ月
遅れることがありますので、ご注意ください。
給与明細は、毎月２５日前後にご自宅へ郵送いたします。
口座名義人の氏名・振込先・住所等を変更する場合は、必ず事前に弊社の担当者までご連絡
ください。

　◆条件別計算方法
　　　◇【時間外】として決められている時間を超える労働の場合は、派遣料金の２５％割増と
　　　　 なります。

　　　◇【休日出勤】は、時間内（通常派遣料金）であっても時間外（派遣料金２５％割増）と
         同様の２５％割増となります。

〔計算例〕　・・・　契約時間は８時間とする

　◆始業時間：９時００分　　終了時間１８時００分　休憩時間：１時間００分
　　　　①１８－９－１＝８時間　（1日の実働時間）
　　　　②時間給 × ８時間 ＝ 日額給与金額

　◆始業時間：１３時００分　　終了時間２３時００分　休憩時間：１時間００分
　　　　①２３－１３－1＝９時間　（1日の実働時間）
　　　　②時間給 × ８時間 +　時間外（時間給×１．２５） × １時間　+
　　　　　　　　深夜手当（時間給×０．２５）　×　1時間 ＝ 日額給与金額

　◆休日　　始業時間：９時００分　　終了時間２０時１５分　休憩時間：１時間００分
　　　　①２０．２５－９－1＝１０．２５時間　（1日の実働時間）
　　　　②時間給 × １．２５時間（休日割増） ×１０．２５時間 ＝ 日額給与金額

　◆始業時間：９時００分　　終了時間２０時３０分　休憩時間：１時間００分
　　　　①２０．５－９－1＝１０．５時間　（1日の実働時間）
　　　　②時間給 × ８時間 +　時間外（時間給×１．２５） × ２．５時間 ＝ 日額給与金額

[ 時間給の場合 ]

〔計算条件〕

　　　◇２２：００～５：００の時間帯は【深夜時間帯】として設定されており、この時間帯の労働
　　　　 には、深夜手当として２５％が加算されます。

　　　◇【法定休日（原則日曜日）出勤】は、時間内（通常派遣料金）・時間外（派遣料金２５％
　　　　 割増）に関わらず、３５％割増となります。

《　給与　》

ご提出頂くタイムシート（複写ﾌｫｰﾑ・Excelﾌｫｰﾑ・ＷＥＢ）をもとに、実働時間数（１５分単位）に
時間給を乗じて計算します。
　※就業先により、イレギュラー対応で単位が変更する場合もございます。

　◆基本の計算方法
　　　①終了時間 - 始業時間 - 休憩時間（私用の時間も含む）＝1日の実働時間
　　　②1日の実働時間を就業日数分（月初～月末）積算する
　　　③1ヵ月分（月初～月末）の実働時間数 × 派遣料金（時給）　＝ 月額給与金額
　　　※休憩時間や私用の為に就業していない時間は、給与計算の対象となりませんので、
　　　　 ご注意ください。



原則として、土曜日・日曜日・祝日を休日とします。
休日のうち、日曜日を労働基準法第３５条に準じ、【法定休日】とします。
但し、派遣労働者雇用通知書(兼就業条件明示書)に特記事項の記載がある場合は、そちらが優先
されます。就業の際には、記載をご確認ください。

◆休日 ： 土曜日、祝日 ◆法定休日 ： 日曜日

[ 月額固定給の場合 ]

　　

◆突発的な休み・遅刻・早退
　　病気等の止むを得ない理由で急遽休まなければならない時は、派遣先担当者に必ず
　　連絡をしてください。その為にも、就業先電話番号や派遣先担当者のメールアドレスは、
　　メモしておきましょう。
　　また、遅刻・早退をする時は、出社時間や退社時間を報告しましょう。
　　　※参照：派遣労働者雇用通知書(兼就業条件明示書)
　　派遣元担当者へもご連絡ください。
　　　※派遣元連絡先 ： ０３－３２３７－５３１２

[ 就業日に休み・遅刻・早退をする場合 ]

◆休みが事前に判明している
　　派遣先担当者・派遣元担当者に該当日時と内容（休み・遅刻・早退）を伝えてください。

　　　◇遅刻・早退の場合　※個々の契約に相違あり
　　　　　 ①月額固定給 ÷ ２０日（小数点以下切り上げ） × 欠勤時間 ＝ 減給金額
　　　　　 ②月額固定給 － 減給金額 ＝ 該当月額固定給

　◆条件別計算方法
　　　◇欠勤の場合
　　　　　 ①月額固定給 ÷ ２０日（小数点以下切り上げ） × 欠勤日数 ＝ 減給金額
　　　　　 ②月額固定給 － 減給金額 ＝ 該当月額固定給

《　休日　》

時間給ではなく月額固定給で派遣料金を受取っている方は、個別の計算になります。
下記を参考にしてください。

〔計算条件〕

　◆基本の計算方法
　　　月額固定給の想定算出として、毎月２０日間をフルタイムで就業したと設定します。

[ 振込み ]

◆初回の月額給与
　　毎月月末で締めて計算し、翌月の２５日に銀行振込により支払います。支払日が銀行の
　　休業日と重なる場合は、その前日が振込日となります。
　　2ヶ月以上就業予定の場合は、原則として初回より社会保険料と雇用保険料を差引した
　　金額を振込します。月の下旬から就業した場合は、翌月２５日の振込まれる予定金額が
　　マイナスになってしまう可能性もございますので、派遣元担当者と相談をしてください。

◆振込口座
　　振込先口座をご指定ください。ネット銀行も可能です。



派遣先により、利用しているタイムシートの種類が複数あります。

　◆複写式タイムシート
　◆Ｅｘｃｅｌ版タイムシート

◆ＷＥＢ版タイムシート
◆タイムカード

◆毎日必ずご記入・ご入力ください。
◆「始業時間（開始時刻）」と「終業時間（終了時刻）」は２４時間表記にしてください。
　　例：午前９時　→　０９：００　　午後６時　→　１８：００
◆計算単位は１５分です。端数は全て切捨てとなります。
　　◇朝   ９時１２分出社　→　始業は 　　９：１５　となる
　　◇夕方６時２４分退社　→　終業は　１８：１５　となる
◆複数に分けて（昼・夜間等）休憩をした場合は、合計の時間数にしてください。

[ 各種の注意点 ]

◆複写式タイムシート
　　複写式は２枚綴りとなっております。必ずボールペンにて、はっきりと記入してください。
　　必要事項を記入、サイン・ご署名を派遣先担当者に頂き、１枚目は派遣先へ提出、２枚目
　　はＦＡＸにて派遣元へご送付ください。ＦＡＸ送付後は、本人の控えとして保管ください。
　　お手元の残数が１部となりましたら、タイムシート下部にある欄に部数を記入してお知らせ
　　ください。派遣元担当者へ直接ご連絡頂いても大丈夫です。

月額給与金額は、タイムシートに記入された実働時間をもとに計算します。
期日までに手続（FAX到着、WEB承認済み）を終えていないと、お支払いが１ヶ月遅れたり、派遣先
に迷惑がかかりますので、提出期限は必ず守ってください。
また、提出したタイムシートの控えは、月額給与金額が振り込まれるまでは、保管してください。

◆Ｅｘｃｅｌ版タイムシート
　　基本は複写式を使用しますが、派遣先の考え方によっては、Ｅｘｃｅｌ版の使用も可能となる
　　場合もございます。確認が必要となりますので、派遣元担当者へお問合せください。
　　また、複写式からＥｘｃｅｌ版へ変更する際は、派遣元よりメールに添付して送付するか、
　　ＵＳＢメモリにて届ける予定です。

◆ＷＥＢ版タイムシート
　　派遣元が導入をしていなければ、利用する事ができません。
　　毎日の「日々承認」や、月中（１５日前後）と月末に「締め承認」の手続きが必要となります。
　　ＩＤ・ＰＷは、初回アクセス時には派遣元から指示されたものを利用して頂きますが、ＰＷは
　　ご自身で変更可能です。忘れないようにメモしておいてください。

《　タイムシート　》　･･･　FAX送付先：０３－３２３７－５３１０（送付状不要）

※派遣労働者雇用通知書(兼就業条件明示書)に特記事項の記載がある場合は、そちらが
　 優先されます。

[ 共通の注意点 ]

[ タイムシートの種類 ]

◆タイムカード
　　派遣先用と派遣元用の複数パターンで管理しているところもございますので、記入方法に
　　ご注意ください。



《　社会保険等の加入　》

社会保険の加入基準を満たした方は、社会保険（健康保険・厚生年金保険）と雇用保険にご加入
頂きます。
また、２ヶ月を超えて就業する予定の場合は、初回派遣料金より社会保険料を差引させて頂きます。
月の途中から派遣先にて就業する予定の方は、既にその月の分を支払っている可能性もあります。
初回の月額給与が振り込まれる前に、派遣元担当者へご連絡ください。

◆日々の承認サイン
　　複写式・Ｅｘｃｅｌ版のタイムシートの場合は、派遣先担当者に毎日の労働時間をご承認頂く
    為、日々の承認サインを頂いてください。
　　しかし、会議や外出等、不在の場合もございます。その時は、同部署や近隣の部署の社員
    の方に代替サインを頂いてください。押印でも可能です。
◆月末の書名欄サイン
　　月末に派遣元へＦＡＸ送付をする前に、左下の署名欄に派遣先担当者の月働の労働時間
　　に対する承認のサインを頂いてください。
　　しかし、会議や外出等で不在の場合もございます。その場合は、署名にサインがない状態で
　　一旦ＦＡＸ送付してください。
　　翌日にサインを頂いて、左上の氏名欄横に「再送」と追記してＦＡＸ送付してください。
　　長期出張等で暫くサインが頂けないようであれば、派遣元担当者へご連絡ください。

保険料は、被保険者の収入に応じて決められます。しかし、収入は月によって相違がある為、
「標準報酬額」という基準を定め、保険料を計算しています。加入時・毎年１０月に設定されます。
雇用保険は、毎月の月額給与金額から算出されます。

[ 社会保険の加入条件 ]　

１．週２０時間以上の契約を締結している
２．３１日以上の雇用見込みがある

[ 雇用保険 ]

[ 保険料の目安 ]　･･･　２０１３年４月現在

[ 派遣先担当者不在 ]

[ タイムシートの提出 ]

◆複写式・Ｅｘｃｅｌ版
　　必要事項をご記入頂いたタイムシートは、勤務最終日の就業後にＦＡＸにてご送付ください。
　　Ｅｘｃｅｌ版は、出力した上での送付となります。

◆Ｗｅｂ版
　　必要事項をご入力頂いたら、１～１５日分の「締め承認申請」をしているか確認してください。
　　１６日～末日までの締め承認を、勤務最終日の就業後に行ってください。

各種保健は、標準報酬等をもとに算出されています。
　◆雇　用　保　険 ： 給与総額の約０．５％
　◆健　康　保　険 ： 標準報酬額の約３．２４５％　（加入：日本化薬健康保険組合）
　◆厚生年金保険 ： 標準報酬額の約８．３８３％

１．１日又は１週間の労働時間が、正社員の概ね３／４以上であること
２．１ヶ月の労働日数が正社員の概ね３／４以上であること
３．１ヶ月を超える契約を結んでいる
※不就労期間が1ヶ月以上に及んだ場合は、被保険者資格は喪失します。



[ 就業開始前（開始時）手続き／派遣元保管 ]　

[ 就業開始前（開始時）手続き／登録スタッフ保管 ]　

[ 就業後手続き／派遣元保管 ]　

◆年末調整関係必要書類一式
　　（１月１日～派遣元より就業するまでの間に取得した源泉徴収票も含む）
◆各種変更届（該当者のみ）
　　◇給与等振込口座申請書
　　◇通勤交通費（経路）申請書
　　◇○○年分　給与所得者の扶養控除等（異動）申告書

[ 就業後手続き／登録スタッフ保管 ]　

◆派遣労働者雇用通知書（兼就業条件明示書）
◆タイムシート（記入サンプル添付）
◆給与支給明細書（毎月２５日前後）

◆誓約書
◆社会保険加入申込書兼誓約書
◆給与等振込口座申請書
◆通勤交通費（経路）申請書
◆○○年分　給与所得者の扶養控除等（異動）申告書
◆年金手帳（基礎年金番号通知書のページ）のコピー
◆雇用保険被保険者証のコピー
◆現住所の記載されている身分証明書のコピー

◆派遣労働者雇用通知書（兼就業条件明示書）
◆タイムシート（記入サンプル添付）
◆派遣元宛送付用封筒（切手貼付・ピンク色）
◆ＳＴＡＦＦ　ＨＡＮＤＢＯＯＫ　（抜粋版）
◆リーフレット
　　◇派遣就業先でのマナー
　　◇派遣就業先での情報管理
　　◇お休みについて

派遣就業の際に、ＪＨＭＳと登録スタッフの間に下記書類が発行され、交わされます。

《　書類一覧　》



継続勤続年数 ６ ヵ月
１年

６ ヵ月
２年

６ ヵ月
３年

６ ヵ月
４年

６ ヵ月
５年

６ ヵ月
６年

６ ヵ月

付与日数 １０日 １１日 １２日 １４日 １６日 １８日 ２０日

継続勤続年数 ６ ヵ月
１年

６ ヵ月
２年

６ ヵ月
３年

６ ヵ月
４年

６ ヵ月
５年

６ ヵ月
６年

６ ヵ月

付与日数 ７日 ８日 ９日 １０日 １２日 １３日 １５日

継続勤続年数 ６ ヵ月
１年

６ ヵ月
２年

６ ヵ月
３年

６ ヵ月
４年

６ ヵ月
５年

６ ヵ月
６年

６ ヵ月

付与日数 ７日 ８日 ９日 １０日 １２日 １３日 １５日

継続勤続年数 ６ ヵ月
１年

６ ヵ月
２年

６ ヵ月
３年

６ ヵ月
４年

６ ヵ月
５年

６ ヵ月
６年

６ ヵ月

付与日数 ３日 ４日 ４日 ５日 ６日 ６日 ７日

継続勤続年数 ６ ヵ月
１年

６ ヵ月
２年

６ ヵ月
３年

６ ヵ月
４年

６ ヵ月
５年

６ ヵ月
６年

６ ヵ月

付与日数 １日 ２日 ２日 ２日 ３日 ３日 ３日

就労開始日（有給起算日）から継続して６ヶ月以上就労し（出勤率80％以上／その間に1ヶ月以上
不就業期間が出来ますと「継続」の条件から外れます）、その時点で今後も６ヶ月以上就労の見込み
がある場合に、年次有給休暇が１０日支給されます（週所定労働日数により支給日数が違います）。

[ 週の所定労働時間が30時間未満 ]　

当該期間（各1年間）で有給休暇の全部又は一部を取得しなかった場合には、原則としてその残日数
は就業期間中に20日を限度として繰り越すことができます。
但し、1ヶ月以上不就業期間が出来た場合、有給休暇の残日数がありましても、その残日数分の有給
休暇はなくなりますのでご注意ください。
また、1ヶ月以上不就業期間が出来た場合、有給起算日も再設定され、不就業期間後の就労開始日
が新有給起算日となります。

《　有給休暇　》

[ フルタイム就業 ]　

[ 有給休暇の申請方法 ]　

◆休みが事前に判明している
　　①派遣先担当者に該当日と内容を伝えて承認をえてください。
　　②ホームページより「有給休暇取得届」のフォームを出力します。
　　③必要事項を記入したら、派遣先担当者に承認欄へサイン（押印）を頂きます。
　　④派遣元にＦＡＸ（０３－３２３７－５３１０）にて送付します。
　　⑤派遣先担当者へ連絡します。

◆突発的な休み
　　病気等の止むを得ない理由で急遽休み、欠勤ではなく有給扱いにする場合は、上記の
　　②～⑤と同様で進めてください（当日ではなく、月内の後日で結構です）。
◆有休申請不可
　　派遣先の夏期及・年末年始等・休日・指定休日で労働日になっていない日など、予め
　　休日になっている日には、ご利用頂く事は出来ませんのでご注意ください。

◆週所定労働日数が１日又は、１年間の所定労働日数４８日～７２日までの場合

◆週所定労働日数が２日又は、１年間の所定労働日数７３日～１２０日までの場合

◆週所定労働日数が３日又は、１年間の所定労働日数１２１日～１６８日までの場合

◆所定労働日数が4日又は、1年間の所定労働日数が１６９日～２１６日までの場合



　　

　　

[ 補助の条件 ]　

◆有料講習の受講費　　　　　◆テキストや本　　等

◆FAX番号  ・・・  ０３－３２３７－５３１０

JHMSでは1ヶ月分の所得に対し、源泉所得税の控除を行なっています。

《　講習受講費等の補助　》

一定の条件をクリアし（派遣元で内容について審査有り）、且つ補助を派遣元へ申請した稼動中の
登録スタッフには、年間１万５千円以内の補助を支給します。

[ 補助対象 ]　

[ 扶養控除申告書の提出 ]　

◆ホームページ ･･･ ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｊｈｍｓ．ｊｐ/

◆派遣就業後１年を経過し、その後３ヶ月以上派遣就業が予定されている
◆技能の修得の為、または業務を行う上で改善が見込まれると派遣元が承認すること
◆講習を受講した場合は、完了したもののみが対象である
◆「領収書」や「受講終了証明書（受講を完了したことを証明できるもの）」が発行できるもの
※趣味や仕事上必要と判断できないものは、却下させて頂きます。

ＪＨＭＳが主な収入先となる稼働中の登録スタッフ（所得税の甲欄適用者）は、見込み収入額
の多少に関わらず提出して頂きます。
提出されないと自動的に乙欄適用者となり、甲欄適用者に比べ高い税率が適用されます。
また、年の途中で変更が生じた場合や、ＪＨＭＳで初めて就労して甲欄適用者となるには、
この申告書を提出しなければなりません。
毎年１０月～１１月に「翌年分 給与所得者の扶養控除等（異動）申告書」と「ご案内」を同封
しますので、詳細をご覧ください。

《　源泉徴収　》

《　健康診断　》

配偶者の給与収入が年間１３０万円を超えると、申告者本人の扶養とされず、配偶者自身が
社会保険等（厚生年金保険・健康保険・雇用保険等）に加入しなければならなくなります。
配偶者が退職していても、失業給付を受けている間は「収入あり」と見なされるので、受給が
終わるまでは扶養できません。

派遣就業後９ヶ月を経過し、その後継続して派遣就業を行う予定の労働者には、定期健康診断の
受診を行って頂きます。
また、定期健康診断は原則として指定されている受診施設（土日を除く）で行って頂きますが、やむを
得ない事情であれば相談を承ります。
健康診断申込書は、ホームページより出力し必要事項をご記入の上、ＦＡＸにてお申込ください。



毎年１０～１１月に『年末調整についてのご案内』を送付しておりますので、詳細についてはそちらの
資料をご参照ください。

必要書類を提出されなかった場合、高い税率が適用されたり、ご自身で確定申告を行わなければなり
ません。本来発生するはずの源泉所得税の還付金が受取れないなどの不利益が発生しますし、後日
処理出来ないものがございますので、十分にご注意ください。

　

《　年末調整　》

JHMSでは、月々源泉所得税として、概算で給与所得者の税金を前払いしています。
１２月に在籍している会社が１年分（１月～１２月）の給与を計算し、本来の年間税金を計算し直して、
既に天引きで納めた源泉税金との過不足を精算するのが年末調整です。

JHMSで年末調整を行うのは、以下の条件を満たした場合が該当します。

甲欄適用者（※1）が、１１月にJHMSから派遣として就労中（※２）であり、且つ必要書類（保険料
控除申告書等）をJHMSで設定した期限までに提出された場合は年末調整を行い、１２月２５日に
年末調整の還付金(※３）を給与振込指定口座に振込みます。

　　※１　甲欄適用者：1箇所で給与の支払を受けている方
　　※2　就労中：当該期間にJHMSからの派遣として働いていない場合は、JHMSでは年末調整不可
　　※3　還付金が発生しないケースも有り

◆質問：税金は給料が発生すれば必ずかかるのですか？
　 回答：年間給料（１月から１２月まで）が１０３万円以内なら税金はかかりませんので、給与天引
           された源泉税は、年末調整または確定申告をすれば全額戻ります。

◆質問：配偶者に収入がある場合、税金・社会保険はどうなりますか？

　 ◇回答：所得税について
　　　　　　　配偶者のパート収入が年間１０３万円を超えますと、給与所得控除６５万円と基礎
　　　　　　　控除３８万円の合計額を超えますので、他に何も控除が無ければ配偶者自身に
　　　　　　　所得税が課せられることになります。
　　　　　　　給与所得者も、１０３万円を超えますと配偶者控除を受けられなくなり、所得税が
　　　　　　　高くなります。

　　　　　　　配偶者特別控除は配偶者の収入に応じて増減しますが、年間１４１万円を超えま
　　　　　　　すと、配偶者特別控除は受けられなくなります。
　　　　　　　配偶者特別控除は、配偶者の特別収入に応じて段階的に控除出来るようなしくみ
　　　　　　　となっています。

　 ◇回答：住民税について
　　　　　　　配偶者のパート収入が年間１００万円を超えると、他に何も控除が無ければ配偶者
　　　　　　　自身に住民税が課せられることになります。
　　　　　　　また、申告者本人も所得税と同様の基準により、配偶者特別控除がうけられなく
　　　　　　　なり、住民税が高くなります。

　 ◇回答：社会保険について
　　　　　　　配偶者のパート収入が年間１３０万円を超えると、申告者本人の社会保険等（厚生
　　　　　　　年金保険・健康保険・雇用保険等）の扶養とされませんので、配偶者自身が社会
　　　　　　　保険等に加入しなければならなくなります。
　　　　　　　配偶者が退職しても、失業給付を受けている間は「収入あり」と見なされるので、
　　　　　　　受給が終わるまで扶養できません。

[ よくある問合せ ]　



[ 確定申告の手順 ]　

※詳細については、管轄の税務署にお問合せください。

《　確定申告　》

確定申告を行う必要のある方は、下記に該当する方です。

①証明書類を収集する
　　（源泉徴収票、医療費領収書、生命・損害保険支払証明書、住宅取得控除関連　等）
②申告用紙を各自で用意する
③収集した証明書類を参照しながら、申告用紙へ記入する
④税務署へ提出する（「提出控」に受付印をもらう）

[ 源泉徴収票 ]　

JHMSでは、毎年１月～１２月までの1年間に給与が発生した登録スタッフへ、支払われた賃金
の総額の証明として、「源泉徴収票」を発行して１２月末までに送付します。
確定申告を行う際に必要となる書類ですので、紛失しないよう大切に保管してください。

◆給与収入が２０００万円を超える
◆給与・退職所得以外の所得が２０万円を超える
◆２ヵ所以上から収入を得ている
◆雑損控除・寄付金控除及び初めて住宅取得等の特別控除を受ける
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153:00
契約内時間 法定休日 深夜手当

　○○年○月○日～○○年○月○日

勤
怠

出勤日数 欠勤日数 有給休暇

20日 1　日 2:00 5:00
契約外時間1 休日

基本給 有給手当 契約外手当１

260,100 13,175 10,6254,250

総支給額

288,150

控
　
　
除

健康保険料 介護保険料 厚年保険料

支
　
　
給

休日

所得税額

8,437 156 21,795 0
雇用保険料 社保料合計 課税対象額

30,232 257,918 6,400

振込額

　　123

振込日 ○年○月○日

251,518　○○銀行

8日

立
替

支給累計累
計

有給残日数所得税累計課税累計 社保累計

給 与 内 訳 書

派遣先名／業務名 出勤
契約内時間 契約外時間

2:00 10,625

その他手当
単価/時間 単価/時間 単価/時間 単価/時間

深夜休日 法定休日

単価/時間

288,1501 ○○○部／○○業務
20日 1,700

153:00

2,125 2,125

　○○年○月○日

　　　　　　　給与明細は各自の給与の詳細（時間給合計、各手当て、各種保険負担額等の内訳）を記載した重要書類です。
　　　　　　　以下の各項目をよくご理解のうえ、必ず毎月内容をご理解ください。

年　　月　　日

0

〒○○○-○○○

東京都杉並区

天沼○○○

株式会社日本人材開発医科学研究所
〒102-0083　

東京都千代田区麹町2-14-2

人材　花子　様

給 与 明 細 書 支給日

期　 間

差引支給額

251,518

支給計通勤費

　　支店名

1234

賃金

備
考

タイムシートは月末業務最終日に必ずＦＡＸにてご提出くださいますよう宜しくお願いいたします。

2,295 425
274,975 13,175

平日に出勤した日数を表示

休日
契約外時間１
有給休暇
出勤日数

①勤務状況

契約外手当１
基本給

②支給

休日×時間給×1.35を表示
契約外手当１×時間給×1.25を表示
契約内時間×時間給を表示

休日

③支給合計

差引支給額と同額
総支給額－社会保険料合計-所得税額
基本給+

振込み額
差引支給額
総支給額

加入状況により算出した各負担金額を表示

総支給額 - 社保料合計額

課税対象額より算出した額を表示

介護保険料
健康保険

④控除

所得税
雇用保険料

課税対象額

（厚生年金保険料）

厚年保険料

《　給与明細書　》

⑤累計額
毎月の累計額を項目毎に表示

契約内時間
出勤日数

法定契約時間を超えた時間の総計
雇用契約に基づく契約内時間の総計
有給取得日数を表示

タイムシートの締め切り日等、重要なお知らせが
標記されています。必ずお読みください。

備考

給与内訳書
お仕事内容

上段と同じ内容が標記されて
おります。再度ご確認下さい。

休日
契約外時間１



①

⑧

⑦

⑥

⑤

④

(摘要）

（
受
給
者
交
付
用

）

住所(居所)又は
所在地

災
害
者

乙
欄

年平 日月昭

配偶者の合計所得

受給者生年月日

円 人 従人 人人 従人 内

新生命保険料の金額

中途就 ・ 退職未
成
年
者

特別

地震保険料
の控除額

円 　　　  千 円 千円  　　　   千

その他

人

123456
（フリガナ）

キュウヨ　タロウ

住宅借入金
等特別控除

の額

生命保険料
の控除額

所得控除の額の合計額 源 泉 徴 収 税 額

（役職名）

給与　太郎

円

平成 年分 給与所得の源泉徴収票
（受給者番号）

給与所得控除後の金額種　　別 支  払  金  額

障害者の数
（本人を除く） 社会保険料

等の金額

円 円

① ② ③

支　払
を受け
る　者

住
所
又
は
居
所

氏
　
 

名

東京都○○区△△区１-１-１

④

内

配偶者特別
控除の額

扶養親族の数　　（配偶者を除く）

特定 老人 その他

給与・賞与

円

控除対象配
偶者の有無

等
老
人

※

有 無
従
有

従
無

円

⑧⑤
介護医療保険料の金額

⑦

人 円内　    千

旧生命保険料の金額

従人 内

日

⑥

新個人年金保険料の金額

旧個人年金保険料の金額

旧長期損害保険料の金額

月就職 退職

死
亡
退
職

本人が障害者

円

円

氏名又は名称
㈱日本人材開発医科学研究所

ＴＥＬ　０３－３２３７－５３１２

東京都千代田区麹町2-14-2

年

寡
　
婦

勤
労
学
生

明 大

  《　源泉徴収票　》

扶
養
親
族

円

人的控除＋保険料控除の合計額

外
国
人

寡　婦

特
別

そ
の
他

一
般

特
別

控除を受けた住宅取得特別控除の額

損害保険の保険料控除額

生命保険の保険料控除額

１年間に支払った社会保険料

源泉徴収税額

円

円

16

歳
未
満

円

給与所得の金額（一定の概算経費を引いた金額）

給与の総額（税込み給料の総額）

　       ※ ②の所得金額が空欄の場合は、年末調整はされていませんので確定申告を
             行ってください。

支
払
者

③

②



契約No.

人材　花子 殿 000002

派遣就業条件は下記のとおりです。但し、業務の事由により変更することがあります。

派遣期間制限適用契約

事業所 名称 お得意様ｺｰﾄﾞ

所在地 〒

TEL 03-3054-1111

就業場所 名称部署

総務部

住所 〒

指揮命令者

役職名 TEL 03-3054-1111

業務内容

抵触日

派遣料金 時間 円
見込額（月額) 円

派遣期間  自 至 曜日 月火水木金

平日 就業時間 9:00 ～ 17:30

休憩（食事等） 12:00 ～ 13:00

土曜 就業時間

休憩（食事等）

休日

派遣先責任者 部署

氏名 TEL 03-3054-1111

派遣元責任者 部署

氏名 TEL 03-3237-5312

派遣先 部署

苦情処理担当者 氏名 TEL 03-3054-1111

派遣元 部署

苦情処理担当者 氏名 TEL 03-3237-5312

契約更新 契約更新の可能性あり

その他の事項 

   安全及び衛生 コンピューター等のＶＤＴの連続操作を行う場合は、1時間毎に10分の作業休止時間をもうけます。

　時間外労働 1日2時間、1週間10時間、1か月45時間、年間360時間以内とします。深夜時間帯は午後10時から午前5時迄とします。

　休日労働 休日労働(労働基準法36条)は、原則としてないものとします。

制服の貸与 無し ﾛｯｶｰの使用 可 社員食堂の利用 無し 診療施設 無し

　退職 スタッフ就業規則に準じます。

　賃金 スタッフ就業規則に準じます。

　時間外計算

　苦情処理

　中途解除

　その他 その他の事項は、スタッフ就業規則に準じます。

株式会社日本人材開発医科学研究所

〒102-0083

東京都千代田区麹町2-14-2

代表取締役　○○ ○○

許可番号 般13-01-0952

□□ □□

(兼就業条件明示書)

株式会社□○□ 99999-999

b2012003 派 遣 労 働 者 雇 用 通 知 書 2013年1月1日

2014年1月1日

1,600

105-0001 東京都港区虎ノ門１－△－□

株式会社□○□

105-0001 東京都港区虎ノ門１－△－□

課長

休憩時間

総務人事　■電話応対、データ管理及び入力、法務契約書作成、社内ＰＣ管理　等

契約時間

240,000   ※この金額は見込額であり、実稼動時間数・日数によって変動します。

2013年1月1日   ～　 2013年2月28日

8時間30分 契約時間 7時間30分

休憩時間 1時間00分

土日祝祭日･派遣先事業所定休日(日曜日は法定休日)

総務部

　福利施設

シニアマネージャー △△ △△

１ｹ月60時間を超える時間外労働については労働基準法に規定された割増率を適用するものとする。

課長 □□ □□

　

代表取締役 ○○ ○○

時間外労働・休日は基本給の25%割増とします。法定休日出勤は、時間内・時間外に関わらず35%割増しとしま
す。深夜手当は、深夜時間帯にかかる労働に25%加算します。

仕事上の苦情等は、派遣先苦情処理担当者又は派遣元苦情処理担当者へお申し出下さい。相互連携し、適切な処
理に努めます。

派遣契約期間が満了する前に、派遣労働者の責めに帰すべき以外の事由によって派遣契約の解除が行われた場合
には、派遣先と連携して派遣先からその関連会社での就業を斡旋を受けること、派遣元事業主において他の派遣
先を確保する等、派遣労働者の新たな就業機会を確保することとします。新たな就業機会の確保が出来ない場合
には、休業手当の支払い等の責任を果たすこととします。

総務部

課長 □□ □□

人材サービス事業部



契約No.

人材　百合子 殿 000002

派遣就業条件は下記のとおりです。但し、業務の事由により変更することがあります。

事業所 名称 お得意様ｺｰﾄﾞ

所在地 〒

TEL 03-3054-1111

就業場所 名称部署

経理課

住所 〒

指揮命令者

役職名 TEL 03-3054-1111

業務内容

派遣料金 時間 円
見込額（月額) 円

派遣期間  自 至 曜日 月火水木金

平日 就業時間 9:00 ～ 17:15

休憩（食事等） 12:00 ～ 13:00

土曜 就業時間

休憩（食事等）

休日

派遣先責任者 部署

氏名 TEL 03-3054-1111

派遣元責任者 部署

氏名 TEL 03-3237-5312

派遣先 部署

苦情処理担当者 氏名 TEL 03-3054-1111

派遣元 部署

苦情処理担当者 氏名 TEL 03-3237-5312

契約更新 契約更新の可能性あり

その他の事項 

   安全及び衛生 コンピューター等のＶＤＴの連続操作を行う場合は、1時間毎に10分の作業休止時間をもうけます。

　時間外労働 1日2時間、1週間10時間、1か月45時間、年間360時間以内とします。深夜時間帯は午後10時から午前5時迄とします。

　休日労働 休日労働(労働基準法36条)は、原則としてないものとします。

制服の貸与 無し ﾛｯｶｰの使用 可 社員食堂の利用 無し 診療施設 無し

　退職 スタッフ就業規則に準じます。

　賃金 スタッフ就業規則に準じます。

　時間外計算

　苦情処理

　中途解除

　その他 その他の事項は、スタッフ就業規則に準じます。

株式会社日本人材開発医科学研究所

〒102-0083

東京都千代田区麹町2-14-2

代表取締役 ○○ ○○

許可番号 般13-01-0952

□□ □□

(兼就業条件明示書)

株式会社□○□ 99999-999

b2012003 派 遣 労 働 者 雇 用 通 知 書 2013年1月1日

1,700

105-0001 東京都港区虎ノ門１－△－□

株式会社□○□

105-0001 東京都港区虎ノ門１－△－□

課長

休憩時間

調査（4-7号）
　品質保証業務及び付随する業務：資料収集、確認、ファイリング、管理、データ入力　等

契約時間

246,500     ※この金額は見込額であり、実稼動時間数・日数によって変動します。

2013年1月1日   ～　 2013年2月28日

8時間15分 契約時間 7時間15分

休憩時間 1時間00分

土日祝祭日･派遣先事業所定休日(日曜日は法定休日)

経理課

　福利施設

シニアマネージャー △△ △△

法定労働時間を超える労働は時間外労働とする。
通勤費は別途定めた金額を支給するものとする。

１ｹ月60時間を超える時間外労働については労働基準法に規定された割増率を適用するものとする。

課長 □□ □□

　

代表取締役 ○○ ○○

時間外労働・休日は基本給の25%割増とします。法定休日出勤は、時間内・時間外に関わらず35%割増しとします。
深夜手当は、深夜時間帯にかかる労働に25%加算します。

仕事上の苦情等は、派遣先苦情処理担当者又は派遣元苦情処理担当者へお申し出下さい。相互連携し、適切な処理
に努めます。

派遣契約期間が満了する前に、派遣労働者の責めに帰すべき以外の事由によって派遣契約の解除が行われた場合に
は、派遣先と連携して派遣先からその関連会社での就業を斡旋を受けること、派遣元事業主において他の派遣先を
確保する等、派遣労働者の新たな就業機会を確保することとします。新たな就業機会の確保が出来ない場合には、
休業手当の支払い等の責任を果たすこととします。

経理課

課長 □□ □□

人材サービス事業部



無断欠勤は厳禁です。派遣先に必ず連絡を入れてください。

Ƥ ҽ

また、就業の５分前には準備を終えて業務に就く体制を整えましょう。 

公私の区別をつけ、周囲と強調しながら、業務に自信を持って取り組んでください。
ルールを守らなければ、本人だけでなく他のスタッフにも何らかの影響が出る可能性もあります。

派遣先は弊社にとってお客様ですが、それは皆さんにとっても同じです。
「弊社の代表」としてお客様の所で働いていることを自覚し、責任のある行動をとりましょう。

交通機関の遅延は毎日のように起こります。余裕を持って家を出ましょう。 
Ƥ ѵ

ƞ ҵǵ ǲǫǋǭ

思われてしまう可能性もあります。  就業時間中はしっかりと業務を遂行してください。

ƞї ҽǲǫǋǭ

 　弊社のスタッフとして自覚し、行動しましょう。

定時と同時に離席していませんか。就業時間中から帰宅準備をしていたと　　　　　　　　　　　  

仕事で大事なことは「ホウ・レン・ソウ」です。不明点をそのままにしておいたり、自分勝手に判断するのは

Ƥ˿˗ǵ Ȉ

大幅に遅れる場合は、必ず部署の方に連絡してください。

Ƥ ҽ

Ƥ Ὥ Ḹ

「報告」・「連絡」・「相談」を必ず行ないましょう。

やめましょう。結果的に二度手間になる可能性もあり、効率が悪くなります。 　　　　　   

社外・エレベーター内・飲食店・乗り物内・友人との会話・書類の持ち歩きなど、　　　　　　　　　  

思わぬところから派遣先の機密事項が漏洩することがあります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

情報漏れに気をつけましょう。 

自分なりに業務内容を整理し、担当者に確認して不明点は自ら学習しましょう。 

多忙な職場では、一から十まで業務内容や手順が説明されないかもしれません。

派遣先は皆様を【即戦力】として期待し、その対価を支払います。　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　  

皆さんは派遣先の社員ではありません。

部署以外の方・他のフロアの方・お客様など、周囲から見られています。　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　 

Ƥᾦ ʴǵ ↓

ƞ ᵃ ǲǫǋǭ

思想・宗教は個人の自由ですが、派遣先での勧誘や売込・営業等の活動は控えてください。

ƞΉ˲ Ҳǲǫǋǭ

台風や地震などの災害時は、安全の為に早めに帰宅するなど、派遣先の指示に従いましょう。

配布されたヘルメットや緊急避難セットなどは、派遣先の定位置で保管し、いざという時に備えておきましょう。

ƞ ὡ ǲǫǋǭ

言葉遣いや相槌など、適した使い方をされていますか。挨拶をしていますか。

自分を抑えて周囲との兼ね合いを判断し、コミュニケーションを図りながら業務を遂行しましょう。 　　　　 

「弊社の代表」としての自覚を持ち、ＴＰＯに適した行動を行ってください。

居眠り・長い離席・無駄なおしゃべり・飲食（限度を越えたもの）・仕事に関係の無いサイトの閲覧・私用電話・

間違った方向に進んでいないか確認をすると共に、進捗状況を報告しましょう。 

指示を受けた場合は正確に対応していますか。納期を確認し、中間報告をしていますか。　　　

私用メール・音楽を聴きながら、等の行動はしていませんか。



　　仕事で活用し、私的な目的には利用しないでください。

●部外者への口外

●家族・友人・知人への口外
　　親しい人に派遣先の情報を口外していませんか？

ƞ Ẇ

　　　　＜3.就業中も派遣は契約終了後も、私が業務上知りえた機密や派遣先の事情を他に漏らすことは、罰則を

●プリントアウト

　　内容や可否・対処方法を上司に確認して、自分勝手な判断はしないようにしましょう。
　　問合せを受ける事がありますが、機密事項の内容の場合もありますので、回答の

●インターネットやメール

　　業務命令ではない限り、資料やデータ等の派遣先に関連するものを社外に持ち出してはいけません。

　　派遣先のＰＣはご自分のものではなく、お借りしているものです。

●会社によっては余分な紙を「裏紙」としてメモに利用しますが、機密が印刷してある用紙を「裏紙」として

●貸借

　　共同で利用する物は、自分の所に置いておくのではなく、使い終えたら元の場所に戻しておきましょう。
●定位置

　利用するのは、言語道断です。印刷されている内容によっては、「裏紙」に利用してはなりません。

Ƥ

ƞᾦ ϼ

 　　プロ（professional）として自覚し、行動しましょう

　しかしながら「機密の保持」はプロの鉄則ですので、注意深い行動をお願いします。
　仕事をするうちにその会社の部外秘を知るようになるかもしれません。

　派遣先は弊社にとってお客様ですが、それは皆さんにとっても同じです。

●不要となった資料は、周囲の方（関係者全員）に確認し、シュレッダーを使用して廃棄しましょう。
Ƥ∕

　「弊社の代表」としてお客様の所で働いていることを自覚し、責任のある行動をとりましょう。

離席の際は、書類を紛失しないように整理したり、他の方が安易に書類を見れないよう裏返す気配りを
しましょう。

ƱƱ ʣ ǲ ǜȓǭǋȒǚǯǶ₡ ǵ ᶪǮǠǓƲƼ₡ ǵ ᶪƽǶ˲ǲȏȑ Ǎ Ʋ
ƱƱ ɆɧɔɩǓ ǟȒ˗ȉǉȑȅǠƳ
ƱƱ ɆɧɔɩǓ ǚȐǱǋȏǍƲ ȈǭƼ Ὥǵͪ ƽǲǫǋǭ ǞǭǖǧǜǋƳ

　　相手に所在を知らせましょう。

　　廊下・エレベーター・飲食店・乗り物等、親しい人と一緒にいるとつい気が緩んで

　　上でご承諾のサイン（ご記入・ご捺印）を頂いておりますので、機密漏洩は絶対に行わないで下さい。

　　　　 　　もって固く禁じられていること理解し、絶対にいたしません。＞

　　弊社から就業して頂く際に手続を行いましたが、書類の1つである「誓約書」の内容を読んで頂き、ご納得頂いた

ƞ

Ƥͪ ɵ ǨїǞ

　　しまいがちですが、場所・時間・場面には注意しましょう。

●仕事の持ち出し
　　ソフトをインストールする場合は、勝手に行うのではなく上司の許可が必要です。

●ソフトのインストール

　　特に資料やデータ等の社外持ち出しは、上司の許可が必要ですので、重要性を認識してください。

　　出力した資料は速やかに回収し、プリンターに長時間放置しないようにしましょう。

　　書類や資料等を他の人が利用している場合は、勝手に持っていくのではなく、一声かけたりメモを置いて

ƤɏȻȱɱ ǵ



①出社は控え、就業先に休みの連絡を入れる

　　　　　　　　　　　　　　 B）医師の指示に従い、自宅療養をする

②病院にて検査を受ける

　　　　　　　　　　　　　　 C）症状が治まってきたら再度病院にて診断（検査）を受ける

【有給休暇取得届】は月末までに弊社へFaxし、原本は保管してください。
Ƥ 　　Ｆａｘ：03-3237-5310

Ƥ

TIME SHEET にも記載しておきましょう。
承認を得たら【有給休暇取得届】の必要事項を記入（押印）した上で、指揮命令者（上長）に承認印を頂いてください。

　　インフルエンザやノロウィルスが猛威をふるうと、休まざるを得ない状況になることも
　　あるかもしれません。「うつらない」・「うつさない」・「広げない」為の行動が大切です。

依頼を予定しているお仕事があるかもしれませんので、支障がないか確認をしてください。

ƞ

予め分かっているお休みですから、弊社担当者まで送付時にご一報ください。

Ƥ ˲ɵ ǋ ɵ׃ǔ ɵᵑǵ ȆɵᴖǱǰǵȢɱɓɩȦɱȴ Ǔ ֞ǘȐȓȒ

　　　　　　　　　　　　　　 D）医師より出勤許可を頂いたら、指揮命令者（上長）及び弊社担当者に連絡をいれる

　 お知らせしたり、同僚に依頼をする等、担当しているお仕事の段取りをし、なるべく迷惑をかけない

　　発症していた場合 ：A）指揮命令者（上長）及び弊社担当者に連絡をいれ、状況を説明する

Ƥὤ Ǔ

　　　　　　　　　　　　　　 E）暫くは毎朝検温して発熱や諸症状がないことを確認し、マスクを5日間程度着用する

ƞ ǱǑ̜Ȇ

 　　社会人として自覚し、行動しましょう

　お休みをしなければならないこともあると思いますが、前もって出来る配慮は行いましょう。
　気をつけていても体調を崩してしまったり、リフレッシュの為に有給休暇を取得したり、突発的に

連絡の取れる時間に（就業開始の5分程前を目安）なりましたら、電話にて連絡しましょう。

午後から出社された場合は「遅刻」、午前中のみで帰宅された場合は「早退」となります。
派遣スタッフさんの場合は、「半休」がありません。

「有給休暇」もしくは「欠勤」で手続を行いますが、タイムシートには必ずどちらにするのかを記載してください。

Ｗｅｂのタイムシートをご利用の方は、有給休暇にする場合は「年休」をご選択ください。　　

Ƥ 　　Ｆａｘ：03-3237-5310

　派遣先は弊社にとってお客様ですが、それは皆さんにとっても同じです。
　「弊社の代表」としてお客様の所で働いていることを自覚し、責任のある行動をとりましょう。

具合が悪くなってしまった・家族の体調不良・事故・手続･･･色々な理由で、
急遽お休みを頂かなくてはならない時があるかもしれません。

Ƥ

ƞ ̜

連絡の取れない時間であれば、まずは上長や同部署の方にメールでお知らせしておくのもよいかもしれません。

また、「有給休暇」にする場合は、【有給休暇取得届】の必要事項を記入して、弊社へＦａｘにてご送付ください。

Ƥ

　　発症していない場合 ：A）指揮命令者（上長）及び弊社担当者に連絡をいれ、状況を説明する

有給休暇を取得する際は、まず指揮命令者（上長）に承認を得ましょう。

　　　　　　　　　　　　　　　  B）医師の指示に従い、自宅療養をする
　　　　　　　　　　　　　　　  C）改善後出社しても、暫くは毎朝検温して諸症状がないことを確認し、マスクを着用する

※同居している家族から感染する確立は高いので、就業先に迷惑をかけないよう、上長に現状を
②マスクを5日間程度着用する
①発熱や諸症状等の体調異常がないことを毎朝確認してから出社する

　 配慮をしましょう。


